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Ｃさん（70
歳以上）

Ａさん（70
歳未満）

Ｂさん（70
歳以上）

＋
（医療費の１割）

Ｂ病院

（外来）８，０００円
Ｃ病院

窓口での支払い
限度額

（例）

窓口での支払い

（医療費の３割）

（外来）５０，０００円
Ａ病院

67,000円

（入院）４４，４００円

窓口での支払い

＋

　70歳未満の方が高額に該当した場合、同月に、同一世帯にいる70歳以上の方（後期高齢者医療制度で医療を受ける方を除く）が支払った医療費は全
額合算の対象になります。

【限度額　３５，４００円のときの計算例】

（50,000円
+8,000円
+40,200
円）

35,400円

高額療養費

102,400円

①70歳未満の方と70歳以上の方がいる世帯

５０，０００円

窓口での支払い

後日、保険課
より払い戻し
されます

窓口での支払い

最終的に世
帯で負担して
いただきます

４４，４００円

窓口での支払い

８，０００円


